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令
和
元
年
度
　
　
　

　
　
法
人
会
と
区
民
の
集
い
が
開
催
さ
れ
る

日
　
時
　･･･

十
月
二
十
八
日

場
　
所
　･･･

か
つ
し
か
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
ヒ
ル
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
ホ
ー
ル

な
る
期
待
を
寄
せ
た
。

　

第
一
部
は
葛
飾
税
務
署
第
一
法
人
部
門
上
席
調
査

官
宮
下
氏
に
よ
る
、
軽
減
税
率
に
お
け
る
注
意
点
。

資
料
を
使
っ
て
丁
寧
か
つ
簡
潔
な
説
明
が
行
わ
れ
た
。

　

そ
し
て
い
よ
い
よ
第
二
部
に
入
る
。

　

ゲ
ス
ト
と
司
会

進
行
役
の
掛
け
合

い
が
軽
妙
洒
脱
、

満
座
の
爆
笑
を
誘

う
。
そ
し
て
合
間

に
名
曲
「
酒
よ
」

「
雪
国
」
な
ど
数

曲
が
歌
い
上
げ
ら

れ
、
聴
衆
は
時
の

税
務
研
修
と
楽
し
い

ト
ー
ク
シ
ョ
ー

ゲ
ス
ト
　
吉
幾
三
氏

　

毎
年
恒
例
、
葛
飾
法
人

会
の
公
益
事
業
「
法
人
会

と
区
民
の
集
い
」
が
十
月

二
十
八
日
、
か
つ
し
か
シ

ン
フ
ォ
ニ
ー
ヒ
ル
ズ
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
ホ
ー
ル
に
て
行

わ
れ
た
。
今
年
は
ゲ
ス
ト
に
歌
手
の
吉
幾
三
氏
を
迎

え
、
会
場
満
員
の
観
客
を
魅
了
し
た
。

　

第
一
声
は
司
会
の
大
畑
副
会
長
、
中
村
副
会
長
の

開
会
の
辞
に
て
始
ま
る
。
続
い
て
増
田
新
会
長
が
葛

飾
法
人
会
を
代
表
し
て
挨
拶
を
。
こ
こ
で
、
多
忙

を
押
し
て
駆
け
つ
け
た
青
木
葛
飾
区
長
が
登
壇
、
日

ご
ろ
の
税
務
行
政
へ
の
貢
献
に
感
謝
す
る
と
と
も
に

様
々
な
公
益
活
動
に
邁
進
す
る
葛
飾
法
人
会
に
さ
ら

経
つ
の
も
忘
れ
て
酔
い
し
れ
た
よ
う
だ
。

　

最
後
に
山
本
副
会
長
が
当
会
へ
の
入
会
を
訴
え
つ

つ
こ
の
楽
し
い
会
を
締
め
く
く
っ
た
。
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八
月
二
十
二
日
　
講
師
：
お
笑
い
タ
レ
ン
ト
、
マ
ラ
ソ
ン
選
手
　
猫
　
ひ
ろ
し
氏

第
二
十
二
回
政
治
経
済
講
演
会
を
開
催

　
　「
未
来
に
向
か
っ
て
走
る
」

於
か
め
あ
り
リ
リ
オ
ホ
ー
ル

カ
ン
ボ
ジ
ア
っ
て
？

　

今
年
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
籍
を
取
得
し
て
八
年
目
と
い
う
。
タ
レ
ン
ト

活
動
と
併
せ
て
同
国
の
マ
ラ
ソ
ン
選
手
と
し
て
も
活
躍
中
の
猫
ひ
ろ
し

氏
を
迎
え
て
の
楽
し
い
講
演
会
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
は
、「
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
気か
た
ぎ質
」
を
物
語
る
よ
う
な
写
真
を
多
く

紹
介
。
ゆ
っ
く
り
、
の
ん
び
り
、
穏
や
か
で
優
し
い
が
、
か
な
り
大
雑

把
で
呑
気
な
面
が
あ
る
こ
と
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
伝
え
た
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
に
な
る
た
め
に

　

少
年
時
代
か
ら
心
拍
数
が
少
な
く
、
疲
労
回
復
が
非
常
に
早
い
と
い

う
体
質
、
タ
レ
ン
ト
活
動
を
す
る
う
ち
に
足
が
速
い
と
注
目
を
浴
び

る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
番
組
で
、「
ね
こ
さ
ん
、
国
籍
を
変
え
て
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
る
と
い
う
の
は
ど
う
？
」
と
提
案
が
あ
っ
た
。
み
な
冗
談

と
一
笑
に
付
し
た
。
で
も
本
気
で
取
り
組
ん
だ
。
国
籍
取
得
後
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
タ
イ
ム
を
出
し
た
が
、
国
籍
変
更
者
の
一
年
以
内
の

出
場
は
認
め
な
い
と
い
う
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
規
定
に
抵
触
、
初
年
は
出
場
で
き

な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
四
年
間
執
念
で
走
り
続
け
、
つ
い
に
二
〇
一
六
年
の

リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
五
輪
に
出
場
を
果
た
し
た
。
順
位
は
最
後
か
ら
二
番
目

だ
っ
た
が
、
ゴ
ー
ル
後
の
ト
ラ
ッ
ク
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
世
界
に
放
映

さ
れ
一
躍
人
気
者
に
な
り
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
世
界
に
知
ら
し
め
た
と
評
価
さ

れ
る
こ
と
に
。

　
「
過
去
は
変
え
ら
れ
な
い
が
未
来
は
変
え
ら
れ
る
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
を

残
し
た
。

正副会長と吉幾三さん 宮下上席調査官

お楽しみ抽選会 観客席より
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葛
飾
税
務
署
定
期
異
動
の
お
知
ら
せ

　

公
益
社
団
法
人
葛
飾
法
人
会
の
皆
様

方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
清
栄

の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

増
田
会
長
を
は
じ
め
役
員
並
び
に
会

員
の
皆
様
に
は
、
平
素
か
ら
税
務
行
政

の
円
滑
な
運
営
に
つ
き
ま
し
て
、
深
い

ご
理
解
と
多
大
な
ご
協
力
を
賜
っ
て
お

り
ま
す
こ
と
を
、
本
誌
面
を
お
借
り
し

ま
し
て
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
、
本
年
七
月
の
定
期
人
事
異
動

に
よ
り
、
名
古
屋
派
遣
国
税
庁
主
任
監

察
官
か
ら
葛
飾
税
務
署
長
を
拝
命
い
た

し
ま
し
た
渡
邉
と
申
し
ま
す
。
葛
飾
税

務
署
の
勤
務
は
初
め
て
で
す
が
、
皆
様

の
お
力
添
え
を
賜
り
な
が
ら
職
務
に
取

り
組
む
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前
任
の

渡
邊
同
様
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、「
よ
き
経

営
者
を
目
指
す
も
の
の
団
体
」
と
し
て
、

納
税
意
識
の
向
上
と
企
業
経
営
及
び
社

会
の
健
全
な
発
展
に
貢
献
す
る
為
に
、
税

に
関
す
る
各
種
研
修
会
の
開
催
や
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
の
た
め
の
自
主
点

検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
の
活
用
促
進
な
ど
、

地
域
社
会
に
密
着
し
た
事
業
活
動
を
展

開
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
皆
様
の
活
動

に
対
し
ま
し
て
、
心
よ
り
敬
意
を
表
し

ま
す
と
と
も
に
、
今
後
と
も
充
実
し
た

事
業
活
動
を
展
開
さ
れ
、
地
域
社
会
の

発
展
に
大
い
に
貢
献
さ
れ
ま
す
こ
と
を

ご
期
待
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
本
年
十
月
か
ら
消
費
税
率
の
引

上
げ
と
同
時
に
軽
減
税
率
制
度
が
実
施

さ
れ
て
お
り
、
葛
飾
税
務
署
で
は
、
制

度
の
定
着
に
向
け
説
明
会
等
を
開
催
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ご
不
明
な

点
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ

遠
慮
無
く
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
税
務
署
で
は
、
納
税
者
の
皆

様
が
簡
単
・
便
利
・
ス
ム
ー
ズ
に
申
告
・

納
税
を
行
え
る
よ
う
、
電
子
申
告
な
ど

の
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て

お
り
ま
す
。
例
年
の
こ
と
で
す
が
、
確

定
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
す
と
、
税
務

署
は
た
い
へ
ん
混
雑
し
ま
す
の
で
、
ご

自
宅
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

た
電
子
申
告
の
利
用
を
是
非
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
最
寄
り
の
税
務
署
で
事
前

に
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
取
得
し
て
い

た
だ
く
こ
と
で
、
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン

を
使
っ
て
税
務
署
に
出
向
く
こ
と
な
く

申
告
や
納
税
が
で
き
ま
す
し
、
十
月
か

ら
は
、
相
続
税
申
告
書
も
電
子
申
告
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま

だ
ご
利
用
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
Ｉ
Ｄ
・

パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
に
よ
る
電
子
申
告
の

利
用
を
是
非
ご
検
討
い
た
だ
き
ま
す
と

と
も
に
、
貴
社
の
従
業
員
の
皆
様
方
に

も
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　

結
び
に
当
た
り
、
公
益
社
団
法
人
葛

飾
法
人
会
が
今
後
と
も
地
域
に
密
着
し

た
活
発
な
活
動
を
展
開
し
、
更
な
る
躍

進
を
遂
げ
て
益
々
ご
発
展
さ
れ
ま
す
よ

う
に
、
ま
た
、
会
員
企
業
の
ご
繁
栄
並

び
に
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
心
か
ら
祈
念

い
た
し
ま
し
て
、
着
任
の
挨
拶
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

署　長

渡
わた

邉
なべ

　 利
とし

久
ひさ

着
任
の
ご
挨
拶

新
署
長
に
渡
邉
氏
、

　
渡
邊
署
長
は
ご
勇
退
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法人会関係署幹部のご紹介法人会関係署幹部のご紹介法人会関係署幹部のご紹介

葛飾税務署 新名簿（和令元年人事異動） 《和令元年7月10日現在》

役　職　名
令和元事務年度

役　職　名
令和元事務年度

氏　　名 異　動　元 氏　　名 異　動　元
署 長 渡 邉　利 久 庁・名古屋派遣・主任監察官 法人第４統括官 高 橋　　 敦 （留任）

副　署　長（総） 石 澤　勇 司 （留任） 法人第５統括官 白 倉　利 洋 （留任）

副　署　長（法） 永 露  　  悟 庁・参事官・主任分析官 法人第６統括官 市 橋　直 彦 （留任）

特別国税調査官（法） 吉 澤　　 郷 （留任） 法人第７統括官 三 平　順 一 京橋・法人10・統括官

総 務 課 長 肥 海　智 紀 局調査一・調査審理・課長補佐 審理専門官（法人） 中 嶋　隆 浩 麹町・法人７・統括官

法人第１統括官 眞 崎　祐 介 （留任） 連絡調整官（法人） 杉 田　仁 志 （留任）

法人第２統括官 安 井　富 子 練馬東・法人２・統括官 法 人（審理上席） 宮 下　佳 久 （留任）

法人第３統括官 羽 部　英 幸 局査察・査察22・主査 源 泉（審理上席） 関　    孝 浩 （留任）

法人担当副署長

石
いし

澤
ざわ

勇
ゆう

司
じ

出 身 地　北海道
コメント　 葛飾税務署勤務２年目に

なりました。葛飾法人会
の益々のご発展を祈念し
ております。

法人課税第１部門統括官

眞
ま

崎
ざき

祐
ゆう

介
すけ

出 身 地　長崎県
コメント　 いつもお世話になってお

ります。２年目となりま
した。引き続きよろしく
お願いいたします。

総務課長

肥
ひ

海
かい

智
とも

紀
のり

出 身 地　静岡県
コメント　 この度の定期異動で着任

いたしました。引き続き
税務行政に御協力方よろ
しくお願い申し上げます。

法人課税第２部門統括官

安
やす

井
い

富
とみ

子
こ

出 身 地　千葉県
コメント　 練馬東署から異動してま

いりました。よろしくお
願いいたします。

法人課税第２部門源泉審理上席

関
せき

 　　孝
たか

浩
ひろ

出 身 地　東京都
コメント　 ３年目になりました。昨

年度に引き続き、源泉徴
収制度についてわかりや
すく説明していきます。

法人課税第１部門法人審理上席

宮
みや

下
した

佳
よし

久
ひさ

出 身 地　千葉県
コメント ２年目になりました。研修会

等を通じて皆様のお役にたて
るよう頑張ってまいります。
よろしくお願いいたします。
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法
人
会
の「
令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」が
、９
月
18
日
の
公
益
財
団
法
人
全
国
法
人
会
総

連
合（
以
下「
全
法
連｣
）の
理
事
会
で
ま
と
ま
っ
た
。

同
提
言
は
、会
員
企
業
か
ら
の
要
望
意
見
、税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
も
と
に
税
制
委
員

会
の
審
議
を
経
て
、取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、｢

税
・
財
制
改
革
の
あ
り
方｣

「
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業

対
策
」「
地
方
の
あ
り
方
」｢

震
災
復
興｣

な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。

全
法
連
で
は
、全
国
80
万
会
員
の
声
と
し
て
、財
務
省
、総
務
省
、中
小
企
業
庁
、自
民
党
、公
明
党
お
よ

び
国
会
議
員
な
ど
に
対
し
て
実
現
を
求
め
て
提
言
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、全
国
41
都
道
県
連
お
よ
び
4
4
0
単
位
会
で
も
、地
元
選
出
の
国
会
議
員
、地
方
自
治
体
の
首

長
、議
長
あ
て
広
汎
な
提
言
活
動
を
行
っ
て
い
る
。提
言（
要
約
）は
次
の
と
お
り
。

１
．財
政
健
全
化
に
向
け
て

２
０
２
５
年
度
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て

が
後
期
高
齢
者
に
達
す
る
。
政
府
の
プ

ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒
字
化
目
標
年

度
は
2
0
2
5
年
度
で
あ
る
が
、
本
来

な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
前
（
２
０
２
２
年
よ
り
前
）

に
黒
字
化
目
標
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

○
消
費
税
率
１０
％
へ
の
引
き
上
げ
は
、

財
政
健
全
化
と
社
会
保
障
の
安
定
財
源

確
保
の
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
。
税
率

引
き
上
げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す
る

等
の
環
境
整
備
は
必
要
で
あ
る
が
、
バ

ラ
マ
キ
政
策
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

○
政
府
は
、
２
０
１
６
年
度
か
ら
１８
年

度
の
３
年
間
を
集
中
改
革
期
間
と
位
置

づ
け
、
政
策
経
費
の
増
加
額
を
１
・
６

兆
円
（
社
会
保
障
費
１
・
５
兆
円
、
そ

の
他
０
・
１
兆
円
）
程
度
に
抑
制
す
る

目
安
を
示
し
、
達
成
し
た
。
２
０
１
９

年
度
か
ら
２１
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に

つ
い
て
も
、
社
会
保
障
費
の
増
加
額
を

抑
制
す
る
目
安
を
示
し
、
改
革
に
取
り

組
む
必
要
が
あ
る
。

○
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、

歳
出
、
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す

る
こ
と
な
く
、
ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
、

聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的
な

削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

○
今
般
の
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
っ
て

本
年
１０
月
よ
り
軽
減
税
率
制
度
が
導
入

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ

い
て
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す
る

べ
き
で
あ
る
。

２
．社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

社
会
保
障
分
野
で
は
「
団
塊
の
世
代
」

が
す
べ
て
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
医
療

と
介
護
の
給
付
費
急
増
が
見
込
ま
れ
る

「
２
０
２
５
年
問
題
」
が
目
前
に
迫
っ
て

い
る
。
適
正
な
「
負
担
」
と
重
点
化
・

効
率
化
に
よ
る
「
給
付
」
の
抑
制
を
可

能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健

全
化
も
実
現
で
き
な
い
こ
と
は
、
す
で

に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

医
療
と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が

見
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
改
革
の
メ

ス
を
ど
う
入
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。

○
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り

保
育
所
や
学
童
保
育
等
を
整
備
す
る
な

ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で

あ
る
。
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保

育
事
業
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向
け
て
検

討
す
る
。
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の

取
り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に

は
安
定
財
源
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。

３
．行
政
改
革
の
徹
底

今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前

提
と
し
て
「
行
革
の
徹
底
」
が
不
可
欠

で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が「
ま

ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き

自
ら
身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

政
府
・
議
会
が
国
民
の
要
請
に
応
え
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。

○
国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大

胆
な
削
減
と
歳
費
の
抑
制
。

〇
国
・
地
方
公
務
員
の
人
員
削
減
と
能

力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

４
．消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

本
年
１０
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率

制
度
は
事
業
者
の
負
担
が
大
き
い
う
え
、

税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題

が
多
い
。
か
ね
て
か
ら
税
率
１０
％
程
度

ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
く
、
低
所

得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の

見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

〇
軽
減
税
率
制
度
導
入
後
は
、
国
民
や

事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対
策
の

効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同

制
度
の
是
非
を
含
め
て
見
直
し
が
必
要

で
あ
る
。

○
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
景
気
へ
の
影

響
を
緩
和
す
る
対
策
と
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
へ
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
制
度
等

も
実
施
さ
れ
る
。
国
は
国
民
や
事
業
者

に
対
し
て
制
度
の
周
知
を
行
い
、
混
乱

が
生
じ
な
い
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育

な
ど
事
務
負
担
が
増
大
す
る
中
小
企
業

に
対
し
て
特
段
の
配
慮
を
求
め
る
。

１
．法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

○
平
成
２８
年
度
税
制
改
正
で
法
人
実
効

税
率
「
２０
%
台
」
が
実
現
（
２９
・
７４
％
）

し
た
が
、
O
E
C
D
（
経
済
協
力
開
発

機
構
）
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均

は
２５
％
、
ア
ジ
ア
主
要
10
カ
国
の
平
均

は
２２
％
と
な
っ
て
い
る
。
米
国
も
ト
ラ

ン
プ
税
制
改
革
で
我
が
国
水
準
以
下
に

引
き
下
げ
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
国
際

競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、
今
般

の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果
等

を
確
認
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
引
き
下
げ

も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
．中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

○
中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例
１５
％
を
時
限
措
置
で
は
な
く
、

本
則
化
す
る
。
ま
た
、
昭
和
５６
年
以
来
、

８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い

る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
を
、
少

な
く
と
も
１
，
６
０
０
万
円
程
度
に
引

き
上
げ
る
。

○
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
税
の

公
平
性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
政
策

目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少

な
い
も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理

化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業

の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す

る
措
置
は
、
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡

充
し
、
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て

は
、
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、

「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。　

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
損

金
算
入
額
の
上
限
（
合
計
３
０
０
万

円
）
を
撤
廃
す
る
。
な
お
、
そ
れ
が

直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
２
年

３
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
特
例

措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

３
．事
業
承
継
税
制
の
拡
充

我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企

業
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の

確
保
等
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
中

小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
り
事

業
が
継
承
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社

会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
平

成
３０
年
度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大

き
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
さ
ら
な

る
抜
本
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

○「
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り

離
し
た
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創

設
」
事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、

事
業
従
事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
財

産
と
切
り
離
し
、
非
上
場
株
式
を
含
め

て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら

れ
る
。

○「
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制

度
の
充
実
」

平
成
３０
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企

業
の
代
替
わ
り
を
促
進
す
る
た
め
、
１０

年
間
の
特
例
措
置
と
し
て
同
制
度
の
拡

充
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、

事
業
承
継
が
よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る

よ
う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改

め
る
と
と
も
に
、
平
成
２９
年
以
前
の

制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
適
用
要

件
を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で

あ
る
。

②
特
例
制
度
を
適
用
す
る
場
合
、
令
和

５
年
３
月
末
日
ま
で
に
「
特
例
承
継

計
画
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

こ
の
制
度
を
踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
事

業
承
継
の
検
討（
後
継
者
の
選
任
等
）

を
始
め
る
企
業
に
と
っ
て
は
時
間
的

余
裕
が
な
い
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
計
画
書
の
提
出
期
限
に

つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
財

政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権

化
は
地
方
活
性
化
に
と
っ
て
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
そ
の
際
は
地
方
の
自
立
・

自
助
の
理
念
が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方

創
生
戦
略
を
推
進
す
る
上
で
も
こ
の
理

念
は
極
め
て
重
要
に
な
ろ
う
。

「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
に
み
ら
れ
る

返
礼
品
ア
ピ
ー
ル
競
争
を
み
て
い
る
と
、

あ
ま
り
に
安
易
で
地
方
活
性
化
に
正
面

か
ら
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
か
疑

問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
住
民
税
は

本
来
、
居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、

他
の
自
治
体
に
納
税
す
る
こ
と
は
地
方

税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
の
指
摘
も

あ
る
。
納
税
先
を
納
税
者
の
出
身
自
治

体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
見
直

し
が
必
要
で
あ
る
。

地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
財
源

不
足
を
保
障
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
地
方
の
財
政
規
律
を
歪
め

て
い
る
と
し
て
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き

た
。
地
方
は
国
に
頼
る
だ
け
で
は
な
く
、

自
ら
の
責
任
で
行
財
政
改
革
を
進
め
、

地
方
活
性
化
策
を
企
画
・
立
案
し
実
行

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て

復
興
期
間
の
後
期
で
あ
る
「
復
興
・
創

生
期
間
（
平
成
２８
年
度
〜
令
和
２
年

度
）」
も
４
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、
被

災
地
の
復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ

道
半
ば
で
あ
る
。
今
後
の
復
興
事
業
に

当
た
っ
て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分

に
検
証
し
、
予
算
を
適
正
か
つ
迅
速
に

執
行
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の

対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、
適
切
な
支

援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
被
災

地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保

を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、
実
効
性
の
あ

る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

○
税
の
意
義
や
税
が
果
た
す
役
割
を
必

ず
し
も
国
民
が
十
分
に
理
解
し
て
い
る

と
は
言
い
が
た
い
。
学
校
教
育
は
も
と

よ
り
、
社
会
全
体
で
租
税
教
育
に
取
り

組
み
、
納
税
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

―
―

 

東
京
法
人
会
連
合
会 ―

―

　
提
言
の
全
文
は
「
全
法
連
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
」
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　http://w
w

w
.zenkokuhojinkai.or.jp/

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

Ⅰ
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

Ⅱ

地
方
の
あ
り
方

Ⅲ

震
災
復
興

Ⅳ
そ
の
他

Ⅴ

法
人
会
の「
令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」ま
と
ま
る

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
を
！
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法
人
会
の「
令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」が
、９
月
18
日
の
公
益
財
団
法
人
全
国
法
人
会
総

連
合（
以
下「
全
法
連｣

）の
理
事
会
で
ま
と
ま
っ
た
。

同
提
言
は
、会
員
企
業
か
ら
の
要
望
意
見
、税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
も
と
に
税
制
委
員

会
の
審
議
を
経
て
、取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、｢

税
・
財
制
改
革
の
あ
り
方｣

「
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業

対
策
」「
地
方
の
あ
り
方
」｢

震
災
復
興｣

な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。

全
法
連
で
は
、全
国
80
万
会
員
の
声
と
し
て
、財
務
省
、総
務
省
、中
小
企
業
庁
、自
民
党
、公
明
党
お
よ

び
国
会
議
員
な
ど
に
対
し
て
実
現
を
求
め
て
提
言
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、全
国
41
都
道
県
連
お
よ
び
4
4
0
単
位
会
で
も
、地
元
選
出
の
国
会
議
員
、地
方
自
治
体
の
首

長
、議
長
あ
て
広
汎
な
提
言
活
動
を
行
っ
て
い
る
。提
言（
要
約
）は
次
の
と
お
り
。

１
．財
政
健
全
化
に
向
け
て

２
０
２
５
年
度
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て

が
後
期
高
齢
者
に
達
す
る
。
政
府
の
プ

ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒
字
化
目
標
年

度
は
2
0
2
5
年
度
で
あ
る
が
、
本
来

な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢

者
入
り
す
る
前
（
２
０
２
２
年
よ
り
前
）

に
黒
字
化
目
標
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

○
消
費
税
率
１０
％
へ
の
引
き
上
げ
は
、

財
政
健
全
化
と
社
会
保
障
の
安
定
財
源

確
保
の
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
。
税
率

引
き
上
げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す
る

等
の
環
境
整
備
は
必
要
で
あ
る
が
、
バ

ラ
マ
キ
政
策
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

○
政
府
は
、
２
０
１
６
年
度
か
ら
１８
年

度
の
３
年
間
を
集
中
改
革
期
間
と
位
置

づ
け
、
政
策
経
費
の
増
加
額
を
１
・
６

兆
円
（
社
会
保
障
費
１
・
５
兆
円
、
そ

の
他
０
・
１
兆
円
）
程
度
に
抑
制
す
る

目
安
を
示
し
、
達
成
し
た
。
２
０
１
９

年
度
か
ら
２１
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に

つ
い
て
も
、
社
会
保
障
費
の
増
加
額
を

抑
制
す
る
目
安
を
示
し
、
改
革
に
取
り

組
む
必
要
が
あ
る
。

○
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、

歳
出
、
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す

る
こ
と
な
く
、
ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
、

聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的
な

削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

○
今
般
の
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
っ
て

本
年
１０
月
よ
り
軽
減
税
率
制
度
が
導
入

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ

い
て
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す
る

べ
き
で
あ
る
。

２
．社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

社
会
保
障
分
野
で
は
「
団
塊
の
世
代
」

が
す
べ
て
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
医
療

と
介
護
の
給
付
費
急
増
が
見
込
ま
れ
る

「
２
０
２
５
年
問
題
」
が
目
前
に
迫
っ
て

い
る
。
適
正
な
「
負
担
」
と
重
点
化
・

効
率
化
に
よ
る
「
給
付
」
の
抑
制
を
可

能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健

全
化
も
実
現
で
き
な
い
こ
と
は
、
す
で

に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

医
療
と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が

見
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
改
革
の
メ

ス
を
ど
う
入
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。

○
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り

保
育
所
や
学
童
保
育
等
を
整
備
す
る
な

ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で

あ
る
。
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保

育
事
業
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向
け
て
検

討
す
る
。
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の

取
り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に

は
安
定
財
源
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。

３
．行
政
改
革
の
徹
底

今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前

提
と
し
て
「
行
革
の
徹
底
」
が
不
可
欠

で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が「
ま

ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き

自
ら
身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

政
府
・
議
会
が
国
民
の
要
請
に
応
え
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。

○
国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大

胆
な
削
減
と
歳
費
の
抑
制
。

〇
国
・
地
方
公
務
員
の
人
員
削
減
と
能

力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

４
．消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

本
年
１０
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率

制
度
は
事
業
者
の
負
担
が
大
き
い
う
え
、

税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題

が
多
い
。
か
ね
て
か
ら
税
率
１０
％
程
度

ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
く
、
低
所

得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の

見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

〇
軽
減
税
率
制
度
導
入
後
は
、
国
民
や

事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対
策
の

効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同

制
度
の
是
非
を
含
め
て
見
直
し
が
必
要

で
あ
る
。

○
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
景
気
へ
の
影

響
を
緩
和
す
る
対
策
と
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
へ
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
制
度
等

も
実
施
さ
れ
る
。
国
は
国
民
や
事
業
者

に
対
し
て
制
度
の
周
知
を
行
い
、
混
乱

が
生
じ
な
い
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育

な
ど
事
務
負
担
が
増
大
す
る
中
小
企
業

に
対
し
て
特
段
の
配
慮
を
求
め
る
。

１
．法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

○
平
成
２８
年
度
税
制
改
正
で
法
人
実
効

税
率
「
２０
%
台
」
が
実
現
（
２９
・
７４
％
）

し
た
が
、
O
E
C
D
（
経
済
協
力
開
発

機
構
）
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均

は
２５
％
、
ア
ジ
ア
主
要
10
カ
国
の
平
均

は
２２
％
と
な
っ
て
い
る
。
米
国
も
ト
ラ

ン
プ
税
制
改
革
で
我
が
国
水
準
以
下
に

引
き
下
げ
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
国
際

競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、
今
般

の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果
等

を
確
認
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
引
き
下
げ

も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
．中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

○
中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例
１５
％
を
時
限
措
置
で
は
な
く
、

本
則
化
す
る
。
ま
た
、
昭
和
５６
年
以
来
、

８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い

る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
を
、
少

な
く
と
も
１
，
６
０
０
万
円
程
度
に
引

き
上
げ
る
。

○
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
税
の

公
平
性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
政
策

目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少

な
い
も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理

化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業

の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す

る
措
置
は
、
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡

充
し
、
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て

は
、
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、

「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。　

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
損

金
算
入
額
の
上
限
（
合
計
３
０
０
万

円
）
を
撤
廃
す
る
。
な
お
、
そ
れ
が

直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
２
年

３
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
特
例

措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

３
．事
業
承
継
税
制
の
拡
充

我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企

業
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の

確
保
等
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
中

小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
り
事

業
が
継
承
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社

会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
平

成
３０
年
度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大

き
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
さ
ら
な

る
抜
本
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

○「
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り

離
し
た
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創

設
」
事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、

事
業
従
事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
財

産
と
切
り
離
し
、
非
上
場
株
式
を
含
め

て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら

れ
る
。

○「
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制

度
の
充
実
」

平
成
３０
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企

業
の
代
替
わ
り
を
促
進
す
る
た
め
、
１０

年
間
の
特
例
措
置
と
し
て
同
制
度
の
拡

充
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、

事
業
承
継
が
よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る

よ
う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改

め
る
と
と
も
に
、
平
成
２９
年
以
前
の

制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
適
用
要

件
を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で

あ
る
。

②
特
例
制
度
を
適
用
す
る
場
合
、
令
和

５
年
３
月
末
日
ま
で
に
「
特
例
承
継

計
画
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

こ
の
制
度
を
踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
事

業
承
継
の
検
討（
後
継
者
の
選
任
等
）

を
始
め
る
企
業
に
と
っ
て
は
時
間
的

余
裕
が
な
い
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
計
画
書
の
提
出
期
限
に

つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
財

政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権

化
は
地
方
活
性
化
に
と
っ
て
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
そ
の
際
は
地
方
の
自
立
・

自
助
の
理
念
が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方

創
生
戦
略
を
推
進
す
る
上
で
も
こ
の
理

念
は
極
め
て
重
要
に
な
ろ
う
。

「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
に
み
ら
れ
る

返
礼
品
ア
ピ
ー
ル
競
争
を
み
て
い
る
と
、

あ
ま
り
に
安
易
で
地
方
活
性
化
に
正
面

か
ら
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
か
疑

問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
住
民
税
は

本
来
、
居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、

他
の
自
治
体
に
納
税
す
る
こ
と
は
地
方

税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
の
指
摘
も

あ
る
。
納
税
先
を
納
税
者
の
出
身
自
治

体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
見
直

し
が
必
要
で
あ
る
。

地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
財
源

不
足
を
保
障
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
地
方
の
財
政
規
律
を
歪
め

て
い
る
と
し
て
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き

た
。
地
方
は
国
に
頼
る
だ
け
で
は
な
く
、

自
ら
の
責
任
で
行
財
政
改
革
を
進
め
、

地
方
活
性
化
策
を
企
画
・
立
案
し
実
行

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て

復
興
期
間
の
後
期
で
あ
る
「
復
興
・
創

生
期
間
（
平
成
２８
年
度
〜
令
和
２
年

度
）」
も
４
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、
被

災
地
の
復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ

道
半
ば
で
あ
る
。
今
後
の
復
興
事
業
に

当
た
っ
て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分

に
検
証
し
、
予
算
を
適
正
か
つ
迅
速
に

執
行
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の

対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、
適
切
な
支

援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
被
災

地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保

を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、
実
効
性
の
あ

る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

○
税
の
意
義
や
税
が
果
た
す
役
割
を
必

ず
し
も
国
民
が
十
分
に
理
解
し
て
い
る

と
は
言
い
が
た
い
。
学
校
教
育
は
も
と

よ
り
、
社
会
全
体
で
租
税
教
育
に
取
り

組
み
、
納
税
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

―
―

 

東
京
法
人
会
連
合
会 ―

―

　
提
言
の
全
文
は
「
全
法
連
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
」
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　http://w
w

w
.zenkokuhojinkai.or.jp/

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

Ⅰ
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

Ⅱ

地
方
の
あ
り
方

Ⅲ

震
災
復
興

Ⅳ
そ
の
他

Ⅴ

法
人
会
の「
令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」ま
と
ま
る

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
を
！
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十
月
三
日
︵
木
︶
に
第
三
十
六
回
法

人
会
全
国
大
会
が
三
重
県
の
津
市
産
業
・

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

当
会
か
ら
は
増
田
会
長
は
じ
め
６
名
が

参
加
し
ま
し
た
。

　

第
一
部
で
は
、
伊
勢
神
宮
広
報
課
長　

音
羽　

悟
氏
に
よ
る
「
皇
室
と
神
宮
」
と

題
し
た
講
演
を
拝
聴
し
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
第
二
部
の
式
典
で
は
、
主
催

者
挨
拶
、
来
賓
祝
辞
、
表
彰
状
贈
呈
と

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
式
典
内
に
お
い

て
、
令
和
二
年
度
税
制
改
正
の
提
言
報

告
、
青
年
部
会
に
よ
る
租
税
教
育
活
動

の
事
例
報
告
が
行
わ
れ
、
最
後
に
大
会

宣
言
で
は
、
今
後
の
社
会
保
障
給
付
費

の
増
大
と
財
政
健
全
化
の
困
難
さ
を
考

え
「
受
益
」
と
「
負
担
」
の
均
衡
に
向

け
た
議
論
の
早
期
開
始
と
、
地
域
経
済

の
担
い
手
で
あ
る
中
小
企
業
の
力
強
い

成
長
を
促
す
税
制
の
確
立
を
訴
え
、「
中

小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
」「
事

業
承
継
税
制
の
さ
ら
な
る
拡
充
」
等
の

実
現
を
強
く
求
め
ま
し
た
。

  
第
三
十
六
回

  
法
人
会
全
国
大
会
（
三
重
大
会
）

〜
全
国
か
ら
一
七
〇
〇
名
の
企
業
経
営
者
が
集
結
〜

ホ
モ
・
デ
ウ
ス
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
サ
ピ
エ
ン
ス
の
未
来

ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ

　
　
　
　
　
柴
田
裕
之
訳　
河
出
書
房
新
社　
二
〇
一
八

■
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
そ
の
三
つ
の
転
換
点

　

本
書
は
全
世
界
で
八
〇
〇
万
部
以
上
を
売
り
上
げ
た
﹃
サ

ピ
エ
ン
ス
全
史
﹄
の
続
編
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、
そ
れ
以

上
に
衝
撃
的
だ
。
前
著
は
人
類
誕
生
か
ら
今
日
ま
で
を
俯
瞰

的
に
考
察
、「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
進
化
と
進
歩
は
果
た
し

て
種
に
と
っ
て
幸
福
な
の
か
」
と
い
う
大
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
史

実
を
駆
使
し
て
語
る
も
の
だ
っ
た
。

　
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
地
球
の
征
服
者
た
り
得
た
要
因
の
一

つ
は
、
ま
ず
八
～
三
万
年
前
に
起
こ
っ
た
認
知
革
命
に
よ
っ
て

で
あ
る
。
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
み
が
有
す
る
共
同
主
観
で
、
こ
れ
は
存
在
し
な
い
も
の
を
、

存
在
す
る
も
の
と
共
通
認
識
し
、
そ
れ
を
共
有
し
得
る
能
力
だ
。
こ
の
共
同
主
観
こ
そ
が
他

部
族
と
の
協
同
を
可
能
に
し
、や
が
て
は
今
日
に
至
る
広
範
な
社
会
を
構
築
し
得
た
主
因
だ
。

二
つ
目
は
一
万
二
〇
〇
〇
年
前
の
農
業
革
命
で
あ
る
。
狩
猟
採
集
時
代
を
脱
し
、
土
地
に
定

着
し
て
収
穫
し
、
食
料
を
貯
蓄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
三
つ
目
は
十
八
、十
九
世
紀

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
こ
っ
た
産
業
革
命
で
あ
る
と
す
る
。

■
恐
る
べ
き
未
来
予
想

　
本
書
は
い
わ
ば
「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
未
来
編
」
で
あ
る
。
今
や
人
類
は
最
も
そ
の
存

続
を
脅
か
さ
れ
て
き
た
飢
餓
、
疫
病
、
戦
争
を
あ
る
意
味
克
服
し
つ
つ
あ
り
、
未
来
に
お
い

て
最
大
の
脅
威
と
な
り
う
る
の
は
核
兵
器
、
気
候
変
動
そ
し
て
（
Ｉ
Ｔ
や
バ
イ
オ
テ
ッ
ク
に

よ
る
）
技
術
的
破
壊
と
い
う
。
一
、二
は
す
で
に
眼
前
だ
が
、
三
番
目
は
迫
り
く
る
危
機
だ
。

IT

と
バ
イ
オ
テ
ッ
ク
の
融
合
に
よ
り
技
術
と
人
間
の
浸
透
が
進
み
、
そ
れ
は
や
が
て
「
身
体

の
ハ
ッ
キ
ン
グ
」（
ハ
ッ
ク
さ
れ
て
自
身
の
身
体
の
制
御
権
を
「
私
」
以
外
の
外
部
の
存
在
に

奪
わ
れ
て
し
ま
う
）
を
引
き
起
こ
す
。
人
間
は
、
遺
伝
子
を
操
作
し
「
生
物
」
と
し
て
の
ホ

モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
を
改
変
す
る
こ
と
も
可
能
だ
し
、
サ
イ
ボ
ー
グ
に
す
る
こ
と
も
、
は
た
ま

た
無
機
的
な
仮
想
空
間
に
思
念
を
開
放
す
る
こ
と
だ
っ
て
可
能
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
。

　

や
が
て
は
こ
の
技
術
を
駆
使
し
て
自
ら
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
た
、
人
間
を
超
え
た
存
在
、

「
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
（
神
人
）」
が
誕
生
し
、
そ
れ
を
成
し
得
な
い
人
々
は
「
無
用
者
階
級
」

続
き
は
Ｐ
15
右
上
段
へ
…

新任役員
のご紹介

東金町支部長
漆間　善美

Book Review
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総務委員会　　　　　　　　　　　　 　     ９月２日

「 ボ ウリン グ 大 会 」

組織委員会　　　　　　　　  　　　     　９月20日

会 員 増 強 推 進 会 議

立石支部         　　　　　　　　　　       10月２日

会 員 研 修 バ ス ツ ア ー

立石西支部　　　　　　　　　　 　     　   9月６日

「親睦と交流深める奄美旅行」

女性部会　　　　　　　　　　     　　　  ９月19日

「ファンケル美健、千葉工場見学及び小江戸佐原巡り」

第７地域事業部　 　　　　　     　　　   ９月21日

「 第２回 救 命 講 習 会 」

第５・６地域事業部　  　　　　　　   　10月27日

「 中 川 に 親 し む 集 い 」
事業研修委員会　　　　　　　　　　　　 

日 商 簿 記３級 講 座

９月２日(月)第２回オープンボウリング大会が、参加者144名のフル
レーンで盛大に行われました。大会後の懇親会にて各賞の授与式が
行われ終始盛り上がりました。

本年度は会場を法人会館 3 階大会議室に移しての開催となりまし
た。増田会長の講話は歴史的な観点からも大変為になりました。

３４名のご参加いだきました。秋の一日伊豆の旅でした。

親睦と交流深める奄美旅行、地元新聞にも掲載されました。

総勢３２名　女性部会メンバー皆様元気よく！天気よく！
素敵な顔ぶれで賑やかに楽しく小江戸佐原研修に行ってまいりまし
た。

82名が参加し、普通救命士の認定を受けました。

今年は渡し船の試験運行を初めて行いました。当日は延べ4,000
人の参加があり、今年も盛大な開催となりました。

全１２回(１０月１日～11月8日)　
資格のTACの講師を招いての講義に、受講者の皆さん真剣に受け
ていました。
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青
年
部
会
長

遠
　
藤
　
隆
　
浩

　

今
年
度
四
月
に
第
十
六
代
青
年
部
会
長
に
な
り
ま
し

た
遠
藤
隆
浩
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

私
は
葛
飾
区
お
花
茶
屋
で
生
ま
れ
四
十
五
年
間
、
こ
の

地
で
育
ち
ま
し
た
。

　

家
業
は
不
動
産
業
で
あ
り
、
祖
父
が
昭
和
三
十
年
に
一

代
で
創
業
し
、
本
年
で
六
十
五
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
れ
も
ひ
と
え
に
地
域
の
方
々
の
支
え
あ
っ
て
の
賜

物
で
す
。
改
め
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

入
社
し
て
約
二
十
四
年
間
、
多
く
の
経
験
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
葛
飾
区
の
様
々
な
組
織
に
も
入
会
さ
せ
て
い

た
だ
き
現
在
で
は
二
十
一
団
体
に
所
属
し
て
お
り
、　

葛

飾
法
人
会
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
年
間
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
が
大
変
で
慌
た
だ
し
い
毎
日
で
す
が
、

刺
激
も
あ
り
沢
山
の
人
達
と
も
出
会
う
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。

　

法
人
会
に
入
会
し
た
の
が
平
成
十
五
年
の
六
月
、

二
十
九
歳
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
十
六
年
と
い
う
月
日
が
経
ち
、
本
当
に
感
慨

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

時
代
の
流
れ
と
共
に
良
い
時
も
辛
い
時
も
沢
山
あ
る

中
、
相
談
で
き
る
先
輩
方
や
仲
間
と
の
交
流
や
経
験
は
私

に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
財
産
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
も
な
お
東
京
法
人
会
連
合
会
青
年
部
会
に

お
い
て
も
沢
山
の
人
と
の
繋
が
り
と
貴
重
な
経
験
を
積

ま
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
時
折
、
自
分
で
も
何
を
す
べ
き
か
分
か

ら
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

け
れ
ど
そ
の
よ
う
な
時
こ
そ
、
社
会
の
な
か
で
大
き
く

目
を
開
き
、
耳
を
傾
け
、
そ
こ
か
ら
小
さ
な
ヒ
ン
ト
を
得

る
。
そ
し
て
経
験
し
、
感
じ
、
考
え
、
学
び
、
そ
の
繰
り

返
し
の
な
か
で
い
つ
か
自
分
に
と
っ
て
、
本
当
に
必
要
だ

と
思
え
る
も
の
が
見
え
て
く
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
何
を
す
べ
き
か
分
か
ら
な
く
て

も
、
焦
っ
て
そ
の
答
え
を
出
す
必
要
は
な
く
、
た
だ
自
分

が
好
き
な
こ
と
に
本
気
で
打
ち
込
め
ば
い
い
と
思
う
の

で
す
。

　

そ
こ
に
も
必
ず
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。

　

未
来
は
も
と
よ
り
明
日
の
こ
と
も
分
か
ら
な
い
、
だ
か

ら
こ
そ
目
の
前
の
こ
と
に
全
力
を
尽
く
し
、
明
日
の
た
め

に
教
え
を
請
い
、
助
言
や
忠
告
を
す
る
。 

　

今
、
こ
の
よ
う
な
時
代
を
切
り
拓
く
力
、
す
な
わ
ち
自

分
に
自
信
を
持
ち
た
く
ま
し
く
生
き
る
「
自
立
力
」、
人

と
繋
が
り
互
い
を
生
か
す
「
共
生
力
」、
高
い
志
を
も
ち

夢
に
挑
戦
す
る
「
自
己
実
現
力
」
の
３
つ
の
力
を
基
点
と

し
て
結
ば
れ
、
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
感
じ
て

い
ま
す
。

　

不
易
流
行
を
理
念
と
し
『
生
き
る
力
』『
生
き
抜
く
力
』

を
し
っ
か
り
身
に
つ
け
て
社
会
貢
献
に
邁
進
す
る
。
そ
の

活
動
の
一
つ
と
し
て
青
年
部
会
を
有
効
活
用
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
良
き
伝
統
を
踏
襲
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の

新
し
い
時
代
に
あ
っ
た
特
色
あ
る
青
年
部
会
づ
く
り
を

目
指
し
、
さ
ら
な
る
発
展
に
向
け
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
今
後
と
も
皆
様
に
一
層
の
御
指
導
・
御
支
援
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
本
部
役
員
の
皆
様
に
も
青
年
部
会
は
葛
飾
法

人
会
活
動
の
一
翼
を
担
い
、
法
人
会
発
展
の
礎
と
な
り

青
年
部
会
な
ら
で
は
の
諸
事
業
や
本
部
事
業
へ
の
協
力
、

そ
し
て
地
域
社
会
へ
の
貢
献
を
目
的
と
し
た
活
動
を
通

し
て
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
は
か
っ
て
参
り
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
ご
理
解
ご
協
力
賜
り
ま
す

よ
う
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
申
し
上
げ
ま
す
。

私
と
青
年
部
会    



 －都税についてのお知らせ－ 
 

 

 

都税事務所の職員を装って、個人情報を不正に取得したり、金銭をだまし取ろうとする事例が発生してい

ます。 

相手の電話番号が非通知表示であるなど、不審に感じた場合は即答せずに必ず一度電話を切り、主税局総

務部総務課相談広報班（03-5388-2924）までご連絡ください。 

また、万が一被害にあわれた場合は、すぐに警察にご連絡ください。 

＜手口＞ 

 「○○都税事務所の○○です」または「○○都税事務所の者です」と職員を装って電話をかけてきます。 

その後、以下の事例のように個人情報を聞きだそうとします。 

【事例１】 

・「税務調査を行っているので、納税者の情報について確認したい」と質問してくる。 

・家族の構成、名前、職業等の個人情報を聞こうとする。 

【事例２】 

 ・「誤って督促状を送付してしまった。納税者の情報について再確認したい」と質問をしてくる。 

 ・家族の構成、名前、職業等の個人情報を聞こうとする。 

【事例３】 

 ・「税金が還付されます」、「払いすぎた医療費をお返しします」とだまし、ＡＴＭに誘い出す。 

 ・ＡＴＭコーナーから指定の電話番号に電話するように指示する。 

 ・指定の電話番号に電話すると、ＡＴＭの操作を言葉巧みに指示し、お金を振り込ませる。 

 上記の事例では、共通して“非通知”で電話をかけてくるようです。 

 東京都主税局及び都税事務所では、非通知で電話をかけることは絶対にありません。非通知で電話をかけ

てきたり、還付のためにＡＴＭの操作を求められたら、それは「にせ都税職員」です。十分ご注意ください。 
 
 

 
 
 
 

年末年始における、都税事務所・都税支所・支庁、都税総合事務センター・ 

自動車税事務所での事務の取扱いは次のとおりです。 

○：ご利用できます ×：ご利用できません 

※閉庁期間でも、金融機関等の窓口、金融機関のペイジー対応の ATM、パソコン等からのクレジット 

カード納付、インターネットバンキング、モバイルバンキング、コンビニエンスストアではご納付いた 

だける場合があります。詳しくは各金融機関等に直接お問い合わせください。 

 

 
12 月 27 日（金） 

12 月 28 日（土） 

～１月 5 日（日） 
1 月 6 日（月） 

都 税 の 納 税 ○ ×※ ○ 

都税の申告（申請）書の受付  ○ 
「申告書等受箱」を 

ご利用ください。 
○ 

証 明 書 等 の 取 扱 い 

（郵送分を含む） 
○ × ○ 

【お問い合わせ先】 所管する各都税事務所 

 

【お問い合わせ先】 主税局総務部総務課相談広報班 03-5388-2924 
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葛飾都税事務所からのお知らせ
TEL. 03-3697-7511
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・飾区役所税務課からのお知らせ 
・飾区立石 5-13-1 

TEL. ０３-５６５４-８５５０ 

給与支払報告書の提出期限は令和 2 年 1 月 31 日 

です 

 会社などを経営されている方は、令和元年（平成

31 年）中に従業員に給与の支払いがあった場合、従

業員の令和 2 年 1 月 1 日現在の住所がある区市町村

に、給与支払報告書を提出してください。（退職者・

パートの方などすべて対象です。） 
ご提出後、従業員の特別区民税・都民税の税額決

定通知書とともに、特別徴収義務者として指定する

通知を５月に送付します。従業員の給与から税額を

徴収し、納入をお願いします。ただし、一定の理由

により、特別徴収ができない場合は、普通徴収とす

ることができます。その場合は、該当者の給与支払

報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収切替理

由を記載し、給与支払報告書(総括表)・普通徴収切

替理由書と併せて提出をお願いします。 
 

◎提出していただく書類 

提出書類は、葛飾区役所税務課・税務署で配布し

ています。 
①給与支払報告書（総括表） 

会社名・事業所所在地・代表者名などの会社情報、

税理士・会計士の情報、特別徴収・普通徴収の内訳

人数、・飾区特別徴収指定番号に加え、法人番号（個

人事業主の方の場合は個人番号）の記載をお願いし

ます。 
なお、平成 31 年度に特別徴収をされている事業

所の方に、「葛飾区提出用総括表」を 11 月 29 日に

葛飾区役所から送付します。必ずそちらをご利用く

ださい。 
②給与支払報告書（個人別明細書） 

給与支払報告書（個人別明細書）には、従業員の

住所、氏名、一年間の給与額、所得控除額、源泉徴

収税額、控除の内容と金額、就職・退職年月日、生

年月日、従業員の方の個人番号、会社の所在地、名

称、法人番号（個人事業主の場合は個人番号）の記

載をお願いします。また、普通徴収とする場合は切

替理由を摘要欄に記載してください。 

 記載漏れ等により、全て正しく記載されないと、

ご本人の特定ができず、正確に課税できない場合が

ありますので、ご協力をお願いします。 

 

③普通徴収切替理由書 
 次の理由により普通徴収とする方がいる場合は、

普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて提

出してください。 
【普通徴収切替理由】 

普 A 総従業員数が 2 人以下 
以下の普 B～普 F の理由に該当する全て

の従業員数（他区市町村分を含む）を差

し引いた人数 
普 B 他の事業所で特別徴収（乙欄該当者など） 
普 C 給与が少なく税額が引けない 
普 D 給与の支払が不定期（例：給与の支払が

毎月でない。） 
普 E 事業専従者（個人事業主のみ対象） 
普 F 退職者又は退職予定者（5 月末日まで） 

（休職等により 4 月 1 日現在で給与の支

払を受けていない方を含みます） 
必ず令和 2 年度様式で提出してください。 

（様式は、葛飾区ホームページからダウンロードで

きます。）なお、給与支払報告書提出後に徴収方法

の変更があった場合（誤記、退職等）は、「給与所

得者異動届出書」又は「特別徴収への切替申請書」

の提出をお願いします。 
 
【提出先】 〒124-8555 葛飾区立石 5-13-1 

葛飾区総務部税務課課税担当係 

 

☆電子データによる給与支払報告書

の提出が義務付けられています。 

 給与支払報告書は、前々年に税務署へ提出すべ

き源泉徴収票が 1,000 枚以上であった事業所、ま

たは税務署へ源泉徴収票を電子データで提出する

ことが義務付けられた事業所は、光ディスク等（電

子データ）または eLTAX で提出することが義務付

けられています。 
 なお、令和 3 年 1 月 1 日以降提出分については、

基準枚数が 1,000 枚以上から 100 枚以上に引き下

げられます。 
 詳細は、税務課課税担当係 (03-5654-8550)へ 
お問い合わせください。 

14

葛飾区立石５-13-１　TEL. 03-5654-8550

葛飾区役所・税務課からのお知らせ



公益社団法人 葛飾法人会員

　早いものでもう11月、令和になって初めての秋
も深まってきました。
　スポーツにぴったりの季節にですね。
　姉弟がいるのは奥戸総合スポーツセンターの陸上
競技場前です。
　弟はトラックの前で走ってしまいましたが、小学
生でも保護者がいれば 1回2時間以内、100円で利
用することができます。
　東京オリンピックには間に合わないかもしれませ
んが、将来有望な選手になるかもしれません。
　皆様も運動に適したこの季節、スポーツセンター
を利用して汗を流してみてはいかがでしょう。

イラスト：かつしかけいた

〜 本年回顧してみました 〜
　葛飾法人会、総会。増田新会長就任、役員改
選。猫ひろし氏の講演、吉幾三氏を招いての法
人会と区民の集い。また、地域事業部、各支部
での楽しい公益事業もありましたね。振り返っ
てみると、変化が目に見えた年でしたね。改元、
消費税。悲しい事件、事故もありました。高齢
者の自動車事故、煽り運転、学校内教師イジメ、
大規模な台風被害、これまでに経験した事がな
いそんなフレーズがマスコミを賑わしました。
そんな令和元年のカレンダーも痩せ細ってまい
りました。楽しい思い出がいっぱいになるよう
願います。「かつしかの窓」皆さまに感謝と来年
の飛躍をお誓い申し上げます。

 （広報委員長　細谷政男）

編   集   後   記
◆ 説 明 会 の ご 案 内 ◆

決 算 法 人 説 明 会

開催日 時　間 場　所

１月16日（木） 13:30～16:00 葛飾法人会館

３月２日（月）
13:30～16:00 葛飾法人会館

　　 ５日（木）

４月２日（木） 13:30～16:00 葛飾法人会館

５月12日（火） 13:30～16:00 葛飾法人会館

６月４日（木） 13:30～16:00 葛飾法人会館

新 設 法 人 説 明 会

１月20日（月） 13:30～16:00 葛飾法人会館

４月９日（木） 13:30～16:00 葛飾法人会館

発　行　所　 公益社団法人  葛飾法人会
　　　　　　 葛飾区立石７丁目29番２号 TEL3693-3744 FAX3693-3906
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このシールを貼ってご提出ください。（OCR 用紙には貼らないでください。）

■ 表紙のイラストについて ■ と
し
て
見
捨
て
ら
れ
、
格
差
は
ま
す
ま
す
広
が
る
と
い
う
の
が
本
書
の
主
題
で
あ
る
。
何
と
も
や
り
き
れ
な

い
未
来
予
測
で
は
な
い
か
。
が
、
昨
今
の
デ
ー
タ
や
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
情
報
技
術
が
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
・

フ
ォ
ー
ス
（
推
進
力
）
と
な
っ
て
い
る
状
況
は
想
像
を
絶
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
か
つ
て
無
か
っ
た
転
換
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
人
類
史

の
前
三
回
の
転
換
点
に
は
列
車
に
乗
り
遅
れ
て
も
ま
だ
間
に
合
う

余
裕
が
あ
っ
た
が
、
今
回
は
一
度
乗
り
遅
れ
た
ら
二
度
と
追
い
付
か

な
い
の
で
あ
る
（
写
真
）。

　

ま
だ
先
の
こ
と
と
ゆ
め
ゆ
め
油
断
な
さ
る
な
。
私
や
あ
な
た
の

子
ど
も
、
子
孫
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

■
新
し
い
教
育
観
が
求
め
ら
れ
て
い
る

�　

彼
は
次
著
（
未
邦
訳
）
で
、
こ
う
し
た
現
状
に
対
し
て
個
々
人

に
可
能
な
防
衛
策
は
「
学
び
方
を
学
ぶ
」
こ
と
だ
と
い
う
。
す
な

わ
ち
、「
批
判
的
思
考
」「
意
思
疎
通
」「
協
働
」「
創
造
性
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
を
駆
使
し
て
自
ら

を
「
再
発
明
」
し
、
状
況
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
何
物
に
も
侵
さ

れ
な
い
「
私
」
を
見
つ
め
訓
練
し
、
あ
ら
か
じ
め
身
体
に
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
と
し
て
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　
最
近
、
教
育
の
現
場
に
お
い
て
、
メ
ト
ク
ラ
シ
ー
の
学
歴
・
学
力
重
視
型
教
育
か
ら
、
ハ
イ
パ
ー
メ
ト
ク

ラ
シ
ー
（
超
業
績
主
義
）
型
の
「
自
己
統
制
力
」「
対
人
関
係
力
」「
学
力
」「
問
題
解
決
力
」「
創
造
力
」「
地

頭
力
」
の
養
成
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
故
あ
る
か
な
で
あ
る
。

　
変
転
す
る
世
界
に
い
か
に
対
応
す
る
か
、
そ
の
能
力
が
い
ま
こ
そ
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
Ｓ
）

…
Ｐ
10
下
段
の
続
き
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